
　

行方不明になる恐れのある認知症高齢者などの事前登録をお勧めします

◆事前登録の流れ

認知症認知症の人を見守る家族家族の皆さんへ

◆登録の対象となる人
次のいずれかに該当する人

▶認知症などにより徘
はいかい

徊する恐れの

　ある65歳以上の人

▶若年性認知症などの人

◆事前登録の際に持参するもの
▶登録者の介護保険証など、本人確認できるもの

▶申請者の認め印　▶登録者の最近の写真

※登録者には、登録番号が記載された「みま

   もりキーホルダー」を差し上げます。

市で写真や特徴などの情報を登録します。 ①の情報を十和田警察署と共有します。

◆もしも、登録者が行方不明になったときは

①家族が事前登録します ②市が警察へ情報提供します

事前登録をしておくと「駒らん情報めーる」で多くの市民に発見・保護協力を呼び掛
けることができ、保護されたときにも早く身元を確認できます。

　

◀QRコードを読み取り、空メール

　を送信してください。登録案内

　が届きます。

■ 市民の皆さんへ
　警察に届け出があった行方不明者の情報を「駒らん情報めーる」で配信しますので、発見と保護の協力をお願いします。

※「駒らん情報めーる」は、市のイベント情報、災害時の避難所の情報、気象情報などを登録者の携帯電話やパソコンなど

　 にメール配信するサービスです。　　

「駒らん情報めーる」の登録と行方不明者発見の協力をお願いします

※登録の際に「行方不明者」のカテゴリーにチェックが入っているか確

　 認してください。

警察からの連絡を受け、行方不明者の情報を「駒らん

情報めーる」で市民に配信します。十和田警察署（☎23-3195）に届けましょう。

❶家族はすぐに警察に連絡を！
❷市は「駒らん情報めーる」を配信します

※家族の同意を得た内容のみを配信します。

    こえにくいと感じたら、

まずはお近くの耳鼻咽喉科を受診しましょう

hearing check 聞こえチェック

▶会話しているときに聞き返す。

▶後ろから呼び掛けられると、気付かないことがある。

▶聞き間違いが多い。

▶話し声が大きいと言われる。

　加齢に伴う難聴は多くの場合、治療での回復が困

難と言われていますが、全ての難聴が加齢によるもの

とは限りません。

　そのため、聞こえに不自由を感じたらまずは耳鼻咽

喉科で治療が必要か、または補聴器が必要か診断し

てもらうことが大切です。

　なお、医師から治療や補聴器の使用について説明を

受けるときは、必要に応じて家族などに協力してもら

い、一緒に聞いて治療など受けるようにしましょう。

本当に「年齢のせい」ですか?

◆補聴器を補聴器相談医が作成する「診療情報提供書」により

　 自己負担で購入した場合、　所得税申告の医療費控除の対象

   になる場合があります。

▶見えないところからの車の接近に気付かない。

▶電子レンジなどの電子音が聞こえない。

▶耳鳴りがある。

◇生活する上でお困りのことがあれば、耳鼻咽

　喉科を受診し、相談してみましょう。

医療費控除の対象になる場合があります

問高齢介護課☎51-6720

聞

※info-towada.jpのドメインを受信できるよう設定をお願いします。

◆聴力のレベルによって身体障害者手帳を取得した場合は、補装具

   として、補聴器の購入・修理の費用が支給される場合があります。

　 ※詳しくは生活福祉課（☎51-6718）にお問い合わせください。

費用支給の対象になる場合があります

問高齢介護課☎51-6720
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